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避難所の耐震化は

村
の
補
助
金
交
付
に
関
す
る

基
本
的
な
方
針
に
沿
っ
て
い

27
年
度
で
建
設
地
や
規
模
等

の
検
討
及
び
設
計
を
行
い
、

課
長
の
説
明
の
通
り
で
、
村

で
や
る
と
す
れ
ば
相
当
の
金

事
業
設
計
は
村
に
委
ね
ら
れ

て
い
ま
す
。
イ
ン
パ
ク
ト
あ

定
数
の
問
題
も
あ
る
が
、
臨

時
職
員
が
正
職
員
に
な
る
道

白
紙
の
状
態
で
す
。
建
設
戸

数
の
把
握
を
踏
ま
え
て
検
討

具
体
的
要
望
は
聞
い
て
い
ま

せ
ん
が
、
県
と
は
情
報
交
換

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

被
災
者
支
援
で
は
あ
る
が
、

税
の
徴
収
も
あ
わ
せ
て
制
度

13
施
設
あ
り
ま
す
。

装
備
に
つ
い
て
は
今
後
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

公
費
で
の
解
体
は
一
定
の
線

引
き
が
必
要
で
す
。
一
部
損

被
災
滞
納
者
の
補
助
事
業
除
外
の
変
更
は

住
宅
修
繕
補
助
金
要
項
の
変
更
し
な
い

【
神
城
断
層
地
震
に
つ
い
て
】

【
村
長
公
約
に
つ
い
て
】

【
緊
急
支
援
交
付
金
に
つ
い
て
】

被
災
者
支
援
の
住
宅
修
繕
工

事
補
助
事
業
で
、
滞
納
し
て

滞
納
者
は
延
滞
金
を
払
い
、

強
制
執
行
も
さ
れ
る
。
災
害

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
１
次
避

難
所
23
カ
所
、
２
次
避
難
所

一
部
損
壊
世
帯
も
同
時
に
解

体
・
撤
去
で
き
な
い
か
。

震
災
復
興
公
営
住
宅
の
考
え

と
着
工
は
。

新
田
・
切
久
保
は
い
ず
れ
も

耐
震
診
断
に
合
格
し
て
い
な

一
部
損
壊
が
「
一
番
割
に
合

わ
な
い
」
と
の
声
を
聞
く
。

農
地
の
改
修
は
国
と
村
で
全

額
補
償
。
住
宅
も
支
援
策
を

消
防
団
に
明
る
い
ヘ
ッ
ド
ラ

ン
プ
、
防
火
手
袋
、
消
防
車

組
織
活
性
化
の
源
は
働
く
人

で
あ
る
。
職
員
、
嘱
託
、
臨

地
域
消
費
喚
起
・
生
活
支
援

型
に
は
、
低
所
得
者
等
へ
の

知
恵
を
絞
っ
て
要
望
に
応
え

て
い
た
だ
き
た
い
。
復
興
村

る
の
で
、
変
更
す
る
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。

28
年
の
降
雪
前
ま
で
に
完
成
予
定
で

す
。

が
か
か
り
ま
す
。

る
施
策
と
し
て
商
品
券
に
し
ま
し

た
。

を
探
り
ま
す
。

し
て
い
き
ま
す
。

し
て
い
ま
す
。
地
震
で
の
特
例
は
あ

り
ま
せ
ん
。

設
計
す
る
の
が
村
の
補
助
制
度
の
根

幹
で
す
。

壊
は
個
人
負
担
で
、
村
の
行
程
で
や

り
た
い
希
望
が
あ
れ
ば
相
談
に
応
じ

ま
す
。

い
る
人
を
除
外
し
て
い
る
点
は
納
得

出
来
な
い
。
国
や
県
が
被
災
者
支
援

で
滞
納
者
を
排
除
す
る
例
は
な
い
。

見
直
す
べ
き
で
は
。

支
援
か
ら
な
ぜ
除
外
す
る
の
か
。 加藤亮輔議員
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カ
所
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
耐
震

診
断
に
合
格
し
て
い
な
い
施
設
数

は
。

い
。佐
野・沢
渡
の
避
難
所
は
ス
ノ
ー

ハ
ー
プ
だ
が
、
行
く
の
に
大
変
。
早

急
に
６
カ
所
程
度
整
備
が
必
要
。
地

域
住
民
と
一
緒
に
避
難
所
建
設
計
画

を
作
る
べ
き
で
は
。

費
用
に
つ
い
て
も
支
援
す
べ
き
で

は
。

考
え
て
ほ
し
い
。
農
地
に
新
築
す
る

場
合
に
、
地
目
変
更
な
ど
、
県
と
の

調
整
は
進
ん
で
い
る
の
か
。

に
投
光
機
、
10
ｔ
油
圧
ジ
ャ
ッ
キ
、

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
等
の
常
備
が
必
要
で

は
。

生
活
支
援
事
業
も
含
ま
れ
る
が
、
な

ぜ
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
１
本
だ
け
に

絞
っ
た
の
か
。

営
住
宅
は
、
１
カ
所
に
ま
と
め
て
建

設
す
る
の
で
は
な
く
、
元
の
地
域
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
場

時
、
公
社
准
職
員
な
ど
複
雑
な
雇
用

形
態
の
改
善
策
は
。

所
に
建
設
す
べ
き
と
思
う
が
、
検
討

は
。
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